
資料２県の認知症計画の策定及び今後の認知症施策推進会議 実施体制について

○R6.1月に施行された認知症基本法第12条において、法の基本理念にのっとり、
各都道府県、市町村において計画を策定することとされた（努力義務）。

○本県においては、第10期高齢者支援計画（はつらつプラン）に組みこむ形で認知症
施策推進計画を策定する。

○計画期間
令和９年度から令和11年度（３年間）

○策定の体制
栃木県認知症対策推進会議を改組し、高齢者支援計画推進委員会の部会として
「栃木県認知症施策検討部会」を新たに設け、高齢者支援計画との関連をより重視し、
効率化を図りながら、策定作業を行う。
部会は機動的に開催し、部会委員は現に医療機関や介護事業所等において認知
症の方と接する業務に従事する方を含める。

○部会の人数：８名程度

○部会の開催：R8年６月～11月に２回程度開催



栃木県認知症施策推進計画の
構成（案）について
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栃木県の高齢者を取り巻く現状

R6（2024）年度：生産年齢人口（15歳以上65歳未満） 1,086,250人(58.18％)
老年人口（65歳以上） 570,834人(30.58％) 参考：栃木県 平成26年（24.2%)

参考：R6 全国29.3％

栃木県の年齢階級別人口

高齢化率は全国平均をやや上回り、10年前比で約６％上昇 ４

各年1月時点



○認知症患者数推計

R７（2025）年 全国 471.6万人（有病率12.9%）
栃木県 7.3万人

R22（2040）年 全国 584.2万人（有病率14.9%）
栃木県 9.3万人

・新とちぎ未来創造プラン
・「認知症及び軽度認知障害の有病率調査
並びに将来推計に関する研究」
（令和５年度老人保健事業推進費等補助金
特別研究事業九州大学二宮教授）
をもとに算出

○軽度認知障害（MCI）患者数推計

R７（2025）年 全国 564.3万人（有病率15.4%）
栃木県 8.7万人

R22（2040）年 全国 612.8万人（有病率15.6%）
栃木県 9.7万人

認知症とMCIの有病率の合計値は
約28％（2025年時点）であり、
「誰もが認知症になり得る」という認
識のもと、認知症になっても生きがい
や希望を持って暮らすことができるよ
う、認知症バリアフリ－の推進、社会
参加機会の確保等、認知症基本
法に掲げる理念・施策の推進に取り
組んで いく ことが重要。
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○県内一人暮らし世帯 高齢単身世帯の推移

高齢単身世帯は１人暮らし世帯の中でも増加が目立つ。2000年から５年ごとに
およそ１万～１万５千世帯ずつ増えている。

高齢夫婦のみ、高齢単身世帯の認知症患者のケアの重要性が高まっている。

R6(2024)年4月
下野新聞掲載

R2(2020)国勢調査結果より

R2(2020)年
65歳以上の夫婦のみ世帯：179,532名 (2015年：167,692名）
65歳以上の単独世帯：85,355名 (2015年：69,790名）
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①認知症や認知症の人への理解の促進

②認知症のある人も含めた県民一人ひとりが安心安全に、希望を持って暮
らすことのできる地域づくり

③ 認知症のある人・家族等に対し、支援を適切に届ける

④ 認知症の早期診断・早期支援 、治療・ケア（介護） の充実

重点目標（案）
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栃木県認知症施策推進計画の構成（案）

基本的施策 基本的施策（項目） 具体的な施策の例

（１）
認知症の人に関す
る県民の理解の増進等

○ 市町の実施する普及啓発
活動や学校教育による認知症
に関する知識及び認知症
の人に関する理解を深める学び
の機会の提供

○様々な機会を通じて、本人
の思いや声を届ける取組の拡
大

・地域、職域、学校教育
等での認知症サポーター、キャ
ラバン・メイトの養成
・認知症の本人の参画を得な
がら行う普及啓発・交流活動
の実施
・認知症への正しい知識と理解
を深めるキャンペーン等の実施
・「新しい認知症観」に関する
講演会等の実施による普及啓
発
・ホームページを活用した認知
症の人に関する理解や共生社
会の実現に向けた広報
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基本的施策 基本的施策（項目） 具体的な施策の例

（２）
認知症の人の生活
におけるバリアフリー化
の推進

○ 認知症の人が自立して、か
つ、安心して暮らすための、地
域における生活支援体制の整
備等
○ 移動のための交通手段の確
保
○ 交通の安全の確保、啓発
○ 事業者が認知症の人に適
切に対応するために必要な指
針の普及

・地域の店舗等における認知
症の人への対応力の向上
・県警察本部と連携した見守り
体制の整備
・高齢者の移動手段の確保の
推進
・企業向け、認知症に関する理
解促進の機会の提供、認知症
の人にやさしい企業の紹介制
度

（３）
認知症の人の社会
参加の機会の確保等

○ 認知症の人自らの経験等
の共有機会の確保
○ 認知症の人の社会参加の
機会の確保
○ 若年性認知症の人等の
就労に関する事業主に対する
啓発・普及

・市町認知症支援サポート事
業における、本人の声の発信
及び共有
・認知症カフェ等、認知症の方
を支援する場の情報発信強化
・企業に対する若年性認知症
の人への支援策等の普及啓発
・若年性認知症の人の就労・
居場所づくりの推進 ９



基本的施策 基本的施策（項目） 具体的な施策の例

（４）
認知症の人の意思
決定の支援及び権利利
益の保護

○ 認知症の人に対するわかり
やすい形での意思決定支援等
に関する情報提供の促進
○ 消費生活における被害を防
止するための啓発
○ 権利擁護、虐待防止の推進

・認知症の人の意思決定支援
に関する指針の普及
・ 消費生活における被害を防止
するための啓発
・人生会議（ACP）の促進に
向けたマニュアルの普及

（５）
保健医療サービス
及び福祉サービスの提
供体制の整備

○ 専門的又は良質かつ適切な
医療提供体制の整備
○ 保健医療福祉の有機的な
連携の確保
○ 人材の確保、養成、資質向
上

・BPSDの予防の観点も含め、
認知症疾患医療センターや「も
の忘れ外来」等の周知による早
期相談、受診の促進
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基本的施策 基本的施策（項目） 具体的な施策の例

（６）
相談体制の整備等

○ 個々の認知症の人の状況
又は家族等の状況にそれぞ
れ配慮しつつ総合的に応ずること
ができるようにするための体制の
整備
○ 認知症の人又は家族等が互
いに支え合うための相談・
交流の活動に対する支援、関係
機関の紹介、その他の必要な情
報の提供

・認知症の人と家族を支える広
報事業による相談体制等の発
信強化
・BPSDを予防するための適切な
対応も含め家族が必要とする情
報の的確な提供

（７）
認知症の予防等

○ 予防に関する啓発・知識の
普及・地域活動の推進・情
報収集
○ 地域包括支援センター、医
療機関、民間団体等の連携
協力体制の整備、認知症及び
軽度認知障害に関する情報提
供

・住民主体の運営によるサロンや
体操教室の開催など地域の実
情に応じた取組の推進
・介護予防教室等での認知症
予防の取組の推進
・生活習慣病予防対策などによ
り認知症発症予防を行う市町
村の活動の支
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